
令和７年度 第２回定期監査（令和７年 11 月 27 日報告） 【指摘事項】 

対象部局：文化スポーツ観光部、環境部、都市構想部、農業委員会事務局 

 該当所属 監査の結果（指摘事項） 
措置・対応 

状況の別 
内  容 

1 区画整理課 

１ 収入事務について 

(1) 調定事務 

納期限の指定をせず、納入通知書を発行しているも

のがあった。 

歳入を収入するときは、収入権者は、地方自治法施

行令第154条第３項の規定により、納入義務者に対し、

所要事項を記載した納入通知書で通知しなければな

らず、当該納入通知書に記載する納期限は、郡山市財

務規則第35条第４号に掲げる区分により指定しなけ

ればならないが、納期限の指定をせず納入通知書を発

行しているものがあった。 

措置 

（完了） 

今般の「調定事務納期限の指定をせず、納入通知書を

発行しているものがあった」ことについては、郡山市財

務規則第35条第４号に掲げる区分による納期限の指定

を失念していたことが原因です。 

指摘のあった点については、同規則の規定に基づき、

納期限を指定して納入通知書を発行することといたし

ました。 

監査委員からの報告後は、財務規則の規定により、確

定残金の納入通知書を作成する際、納期限を指定する、

また、決裁する際には調定内容を確認のうえ承認する

ことを徹底するなど、適正な事務処理に取り組んでお

ります。 
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2 スポーツ振興課 

(2) 現金取扱事務 

ア 保管期限を超えて現金を保管しているものがあ

った。 

使用料、手数料又は実費徴収金として収納した現

金については、郡山市財務規則第48条第５項の規定

により、収納した日の属する月の末日まで保管する

ことができるが、保管期限を超えて保管しているも

のがあった。 措置 

（完了） 

今般の保管期限を超えて現金を保管していたことに

つきましては、職員の財務規則に基づく現金取扱事務

の認識不足及び所属内のチェック体制が不十分であっ

たことが原因です。 

現在は、担当者のスケジュールシステムに納金日を

記載し、パソコン画面上で確認できるようにし、月末期

限に注意して金融機関営業日に振込みを行うよう徹底

しました。 

さらに、現金等出納簿のチェックについては、これま

で施設（ふるさとの森スポーツパーク）職員のみで行っ

ておりましたが、現在はスポーツ振興課職員が毎月初

めに施設を訪問し、照合に加わり、複数名によるチェッ

ク体制も整えました。 
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3 都市政策課 

イ 現金等出納簿に収納金の受払いを記載していな

いものがあった。 

現金を収納し保管する際は、郡山市財務規則第48

条第６項及び第142条の規定により、現金等出納簿

等を整理しなければならないが、現金等出納簿に収

納金の受払いを記載していないものがあった。 

措置 

（完了） 

現金等出納簿に収納金の受払いを記載していないも

のがあったことにつきましては、事務処理において確

認が不十分であったことが原因です。 

現在は係員全員で情報共有し、業務フローによる当

該業務の再確認を行いました。併せて、係内でのダブル

チェックができるように保管時及び払込時にそれぞれ

係員二人体制で行い、チェック体制を強化しました。 
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4 資源循環課 

２ 契約事務について 

(1) 契約締結事務 

不備のある契約書で契約を締結しているものがあ

った。 

契約書は、郡山市契約規則第３条第２項の規定によ

り、必要な関係書類を添えたものでなければならない

が、業務内容を定めるために必要な仕様書の一部が添

付されていない等、不備のある契約書で契約を締結し

ているものがあった。 

措置 

（完了） 

 今般の契約事務における不備は、契約書作成におい

て関係書類である仕様書の一部(別紙様式)を添付する

こと、及び別紙様式の名称誤りの修正を失念したこと

が原因です。 

 指摘のあった点については、すみやかに不足資料の

送付及び誤った資料の差替えを行い、契約関連書類の

訂正を実施しました。 

 上記を受けて、契約規則の遵守、契約に必要な書類が

正しく作成、添付できているかの確認の徹底を必須と

すべく、各段階の起工におけるチェックリストの活用

について、項目等の確認検討を行いました。 

 令和８年１月の契約事務よりチェックリストによる

確認の試行を実施、適宜更新を行い、令和８年度の準備

行為案件より、すべての契約事務において共通チェッ

クリストの運用を必須としました。 

 契約事務における、契約規則の遵守及び契約書及び

必要な関係書類が正しく作成、添付されているか、チェ

ックリストを活用した確認及びチェックリストの随時

更新を行うことで、担当、係員及び課内各役職者による

内容の確認を徹底し、適正な事務の執行に努めてまい

ります。 
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